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令和２年度水産業労働力確保緊急支援事業のうち 
人材確保支援事業に係る募集要領 

 

１ 目的 

水産加工業において、外国人技能実習生等（以下「実習生等」という。）の雇用を

計画していたなどにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって

人手不足となっております。 

全国水産加工業協同組合連合会（以下、「全水加工連」といいます。）では、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響によって人手不足となって漁業・水産加工業経営

体（以下「経営体」という。）に対し、地域の作業経験者等国内の人材（以下「国内

人材」という。）を雇用 する場合、掛かり増し経費の一部を支援するため、人材確

保支援（以下「取組事業」といいます。）の参加者を公募します。 

 

２ 予算額、助成率 

（１）予算額 144,088,000 円 

（２）助成率 １／２以内 

※ 応募状況によっては、助成率の調整を行う場合があることをご承知おき

ください。 

 

３ 応募者の要件 

  次の（ア）から（ウ）までの要件を全て満たす経営体とします。 

（ア）コロナウイルス感染症の影響により、当初受入を予定していた外国人技能実

習生等が入国できなかったこと等により、人手不足となった経営体であること。 

（イ）当初受入を予定していた外国人技能実習生等の代わりに雇用した（又は雇用

する）国内人材等の人数が、（ア）により人手不足となった人数と同じ又はそれ

より少ないこと。※ 

（ウ）上記（ア）(イ)について、証拠書類により客観的にその事実を証明できるこ

と。 

※ なお、受入を予定していた外国人技能実習生等の代わりに雇用した国内人材等の

人数が当初受入を予定していた外国人技能実習生等の人数を超えた場合でも、当初

受入を予定していた外国人技能実習生等の人数までは対象とする。 

 

４ 事業の期間 

  当該事業の実施期間は、原則３ヶ月以内の期間とする。※ 

なお、助成金の交付決定前に支出された経費のうち、令和２年４月１日以降の経

費については、遡及処置として助成の対象となります。 

また、本募集では原則 12 月 31 日までの事業期間分を受け付けます。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により外国人技能実習生等の入国できない状況

が続く場合はこの限りではありません。 

 

５ 助成対象経費等 

  経営体が国内人材の作業経験者等を雇用するにあたり助成の対象となる経費は

次のとおりとし、助成率は１／２以内とします。 
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ただし、助成額については、賃金の差額については一人一日につき 5,000 円を、

傷害保険料の差額については一人一月につき 2,000 円を、それぞれの上限とします。 

（ア）経営体が、当初受入を予定していた実習生等の賃金と、当該実習生の代わり

として、国内人材を雇用するにあたり必要となった賃金との差額。 

（イ）経営体が、当初受入を予定していた実習生等の代わりとして国内人材を雇用

するにあたり必要となった傷害保険料との差額。 

（ウ）その他、必要と認められる経費。 

 

６ 提出期限等 

（１）助成申請書提出期限 

令和２年５月 29日（金） 

 

（２）助成申請書等の提出場所及び事業内容等に関する問い合わせ先 

全国水産加工業協同組合連合会 

〒103－0013 東京都中央区日本橋人形町１−９−２ 

人形町冨士ビル３階 

担当者：金澤（かなざわ）、大藤（おおふじ） 

ＴＥＬ：03－3662－2040 

ただし、お問い合わせについては、（月）～（金）（祝日を除く。）で、 

午前 10時～午後４時（正午～午後１時を除く。）とします。 

 

（３）提出書類及び部数等 

（ア） 令和２年度水産業労働力確保緊急支援事業助成申請書      １部 

（イ） 令和２年度水産業労働力確保緊急支援事業助成申請書明細書   １部 

（ウ） 令和２年度水産業労働力確保緊急支援事業助成申請書提案者情報 

会社概要 

外国人技能実習生等を受け入れる予定であったこと等を示す証拠書類（技

能実習計画書、実習実施予定表等） 

外国人技能実習生等の雇用労働条件契約書・通知書等労働条件が分かる資

料(雇用契約書及び雇用条件書等) 

雇用した国内人材等の雇用労働条件契約書・通知書等労働条件が分かる資

料 

等 各１部 

なお、国内人材等を雇用していない場合は、不要。 

 

上記（ア）から（ウ）の提出書類一式を１つの封筒に入れ、「令和２年度水産業労

働力確保緊急支援事業のうち人材確保支援事業に係る助成申請書在中」と封筒の表

に朱書きをして提出してください。 

なお、提出書類は返却しません。また、機密保持には十分配慮し、審査等に限り

使用し、応募者に無断で他の目的には使用しません。 

また、提出書類については、審査に必要がある場合、別途提出していただくこと

があります。 

 

（４）提出にあたっての注意事項 



 

- 3 - 
 

（ア） 助成申請書等に使用する言語は、日本語とします。 

（イ） 助成申請書等の書類の提出は、原則として郵送又は宅配便としますが、や

むを得ない場合には、提出場所での窓口受付も可能とします。ファクシミリ

又は電子メールによる提出は受け付けません。 

（ウ） 助成申請書等を郵送等する場合は、簡易書留・配達記録等を利用し、配達

されたことが証明できる方法によってください。 

（エ） 助成申請書等の提出書類は、返却しませんのでご了承願います。 

（オ） 提出期限までに到着しなかった提出書類は、いかなる理由があろうと無効

となります。また、提出書類に不備等がある場合は、審査対象とはなりませ

んので、本募集要領を熟読のうえ、注意して作成してください。 

（カ） 助成申請書等の差し替えは固くお断りいたします。 

（キ） 応募者の要件を有しない者が提出した助成申請書等は、無効とします。 

（ク） 助成申請書等の申請書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とし

ます。 

（ケ） 助成申請に要する経費は、１か月単位で計算した上で 100 円以下を切り捨

てとします。 

 

７ 助成金交付決定者の選定等 

（１）選定方法 

提出された助成申請書等について、全水加工連は、漁業や水産加工業の知見を

有する者等からなる運営委員会を開催し、助成申請書提出者の中から、取組実施

者となり得る候補者（以下「助成金交付候補者」という。）を、助成予算の額の範

囲内で選定するものとします。 

（２）審査結果の通知 

全水加工連は、運営委員会の審査結果、助成金交付候補者として選定した者に

対しその旨を通知するとともに、それ以外の応募者に対しては、候補とならなか

った旨をそれぞれ通知します。 

また、助成金交付候補者の氏名及び名称は、原則として公開します。 

 

８ 取組実施者の責務等 

助成金の交付決定を受けた事業者（以下「取組実施者」という。）は、事業の実

施及び交付される助成金の執行に当たっては、以下の条件を守らなければなりませ

ん。 

（１）事業の推進 

取組実施者は、事業実施上の運営管理、事業成果の公表等、事業の推進全般に

ついての責任を持たなければなりません。 

（２）助成金の経理管理 

交付を受けた助成金の管理に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）、農林畜水

産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18号。以下「交付規則」とい

う。）等に基づき、適正に執行する必要があります。 

また、取組事業の実施に当たっては、取組事業と他の事業の経理を区分し、助

成金の経理を明確にする必要があります。 

（３）フォローアップ 

全水加工連は、担当者によるフォローアップを実施し、取組事業の目的が達
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成されるよう、取組実施者に対し、事業実施上必要な指導・助言等を行います。 

（４）執行状況調査 

全水加工連は、取組事業実施期間中及び（５）のイの「処分の制限を受ける

期間」、事業の進捗状況、成果等に関する調査を行います。（実地調査を含む。） 

取組実施者から提出される報告書及び必要に応じて行うヒアリングに基づき、

当該取組事業が申請内容、助成金の交付決定の内容及び条件に従って確実に実

施されていることの確認を行います。 

この、調査の結果によっては、取組事業実施期間中であっても、計画の変更

を求める、あるいは、助成金の交付を中止することがあります。 

（５）事業成果等の報告及び発表 

この取組事業により得られた事業成果及び交付を受けた助成金の使用結果に

ついては、必要な報告を行わなければなりません。水産庁及び全水加工連は、報

告のあった成果を、無償で活用できるほか、公表できるものとします。 

（６）その他 

（ア） その他、国の定めるところにより義務が課されることがあります。 

（イ） 本事業は、限定期間以降の事業が約束されたものではありませんのでご留

意ください。 

（ウ） 取組実施者は、当該取組事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を、取組事業終

了の年度の翌年度から起算して５年間、整備保管する必要があります。 
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令和２年度水産業労働力確保緊急支援事業のうち人材確保支援事業に係る 

助成申請書の提出にあたってのお願い 

 

１．書類の判型はＡ４版とし、書類は、左上部をクリップ等で留め、ホッチキスや

針なしホッチキス、穴あけパンチは使用しないでください。 

２．インデックス（見出し）は付けないでください。 

 

参考（募集要領記載事項） 

（１）提出部数等 

以下の提出書類一式を１つの封筒に入れ、「令和２年度水産業労働力確保緊急

支援事業助成申請書在中」と封筒の表に朱書きをして提出してください。なお、

提出書類は返却しません。また、機密保持には十分配慮し、審査等に限り使用

し、応募者に無断で他の目的には使用しません。提出書類については、審査に

必要がある場合、別途提出していただくことがあります。 

（ア） 令和２年度水産業労働力確保緊急支援事業助成申請書      １部 

（イ） 令和２年度水産業労働力確保緊急支援事業助成申請書明細書   １部 

（ウ） 令和２年度水産業労働力確保緊急支援事業助成申請書提案者情報 

会社概要 

外国人技能実習生等を受け入れる予定であったこと等を示す証拠書類

（技能実習計画書等） 

外国人技能実習生等の雇用労働条件契約書・通知書等労働条件が分かる

資料 

雇用した国内人材等の雇用労働条件契約書・通知書等労働条件が分かる

資料 

等 各１部 

なお、国内人材等を雇用していない場合は、不要。 

 

（２）提出にあたっての注意事項 

（ア） 助成申請書等に使用する言語は、日本語とします。 

（イ） 助成申請書等の書類の提出は、原則として郵送又は宅配便としますが、や

むを得ない場合には、提出場所での窓口受付も可能とします。ファクシミリ

又は電子メールによる提出は受け付けません。 

（ウ） 助成申請書等を郵送等する場合は、簡易書留・配達記録等を利用し、配達

されたことが証明できる方法によってください。 

（エ） 助成申請書等の提出書類は、返却しませんのでご了承願います。 

（オ） 提出期限までに到着しなかった提出書類は、いかなる理由があろうと無効

となります。また、提出書類に不備等がある場合は、審査対象とはなりませ

んので、本募集要領を熟読のうえ、注意して作成してください。 

（カ） 助成申請書等の差し替えは固くお断りいたします。 

（キ） 応募者の要件を有しない者が提出した助成申請書等は、無効とします。 

（ク） 助成申請書等の申請書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とし

ます。 

（ケ） 助成申請に要する経費は、１か月単位で計算した上で 100 円以下を切り捨

てとします。 


